
診 断 書
※ この診断書の記入要領については,最 寄 りの家庭裁判所にお問い合わせください。

1氏 名

生 年 月 日M・T・S・H年 月 日生(歳)

住 所

2医 学的診断

診断名

所 見(現 病歴,現 在症,重 症度,現 在の精神状態 と関連す る既往症 ・合併症など)

備考(診 断が未確定の時の今後の見通 し,必 要な検査 など)

3判 断能 力判定についての意見(下 記のいずれかをチ ェックす るか,意 見欄 に記載する)

口 自己の財産 を管理 ・処分す ることがで きない(後 見相当)。

口 自己の財産 を管理 ・処分す るには,常 に援助が必要である(保 佐相 当)。

口 自己の財産 を管理 ・処分す るには,援 助が必要な場合がある(補 助相当)。

口 自己の財産 を単独で管理 ・処分することができる。

(意見)

判定の根拠(検 査所見 ・説明)

備考(本 人以外の情報提供者 など)

以上のとお り診断 します。

病院又は診療所の名称 ・診療科名

所在地,電 話番号

平成 年 月 日

担当医師名 ㊥



診 断 書 附 票(診 断書と共にご提出ください)

※ 該 当す る箇所にチ ェックして ください。

1意 思疎通の程度

口 意思疎通できない

口 問い掛 けに対 して一問一答程度の応答ができる。

口 日常会話ができる

口 その他()

2見 当識

(1)日 時について □ 回答不可 □ 回答一部可 □ 回答可能

(2)場 所について 口 回答不可 口 回答一部可 □ 回答可能

(3)自 己の年齢について 口 回答不可 口 回答一部可 □ 回答可能

(4)家 族 について 口 回答不可 口 回答一部可 □ 回答可能

3計 算力

口 計算不可 ロ ー桁の足 し算,引 き算程度なら可能 □ 問題な し

4日 常生活の状況

口 要全介助 口 要部分介助 ロ 自力で可能

5現 在の状態の継続状態

口3か 月未満 ロ3か 月以上1年 未満 □1年 以上

6検 査結果等(実 施があれば,該 当す る項 目にチ ェックす るか具体的に記入 して くだ さい)

口 長谷川式(口 点/30点 口 施行不可 施行 日=平 年 月 日)

口MMSE(口 点.ン30点 口 施行不可 施行 日:平 年 月 日)

口 知能検査(種 類 口WAIS□)

(総合IQ言 語性IQ動 作性IQ施 行 日:平 年 月 日)

口CT,MRI(施 行 日:平 年 月 日)

(結果)

ロ その他()

7回 復の可能性

口 極 めて低 い 口 あ り

口 その他()

8そ の他特記事項

口 遷延性意識障害(ほ ぼ植物状態)

口

9審 理上の参考事項

口 自分が保護 され るべ きかどうかについて意見を述べ ることができない。

口 財産 を所有 している認識がない。あるいは,そ の内容 を認識 できていない。

口 誰に財産管理や法律行為の代理 を委ねるのが良いか意見 を述べ ることができない。



(

フ リガナ

1医 師 の 氏 名:

希 望 連 絡 先

口

口

電 話 番 号.

住所又は所在地=

2

口 精神 科

口

3

(※

口3万 円

口 未

4

口 直 接,

口

口

鑑 定 連 絡 票

(診断書,診 断書附藁と共にご提出ください)

)さ ん に対す る鑑 定の引 き受 けが可能 であ る旨連絡 します 。

診断書記載 の とお り

次 の とお り

(自 宅 ・勤 務 先)

担 当診療科 名

口

その他(

鑑定料は消

とな ります。)

脳神経外科 口 内科

)

口 外科

鑑 定料(必 要額)

党や 査料 ムめた金額であり 要するに 「振込金額の総額

口5万 円 口 その他(円)

定(後 日,裁 判所 か ら連絡 ・相談 してほ しい)

鑑定 の依 頼方法

先生 に連絡 して依頼 す る。

病院等 の事務局 に連絡(担 当者=)し て依頼す る。

そ の他()

5連 絡可能曜日等

曜 日 M

M

A

P

時

時

頃

頃

分

分



お 願 い(主 治医の先生へ)

名古屋家庭 裁判所後見 セ ンター

名古屋 市 中区三の丸1丁 目7番1号

電話052-223-2015(ダ イヤルイ ン)

この度先生が ご担当の()さ んに対 し,後 見開始等の審判申立が

検討されています。つきましては,診 断書及び鑑定書の作成について,何 卒ご理解,

ご協力をお願いいた します。

1成 年 後見制度 とは

成年後 見制度 とは,精 神上の疾患 ・障害 によ り,判 断能 力が 低下 した方 に関 し,

本人 に代 って法律 行為や 財産管 理 を行 って もら った り,本 人の財 産上の 行為 に対

し,同 意 を与えた り,取 り消 した りす る人(後 見人等)を 選ぶ こ とで,本 人 の判

断を助 け,利 益保護iを図る制度です。

具体的 には,本 人の判断(財 産 の管理 ・処分)能 力に応 じて

・後見開始(自 己の財産 を管理
,処 分する ことがで きない方)

・保佐開始(自 己の財産 を管理,処 分する には,常 に援助 が必要な方)

・補助開始(自 己 の財産 を管理
,処 分す るには,援 助 が必要な場合があ る方)

の3つ の類型があり,類 型によって援助の内容や援助者の権限が異な ります。

家庭裁判所では,親 族等の申立てに基づき,本 人の能力がどの程度でどの程度

援助が必要か,誰 を援助者に選任するかなどを判断 します。その際,本 人の状況

を明らかにするために,申 立てに際 して 「診断書」の添付をお願いしております。

後見及び保佐類型に該当される方については,そ の後さらに,原 則と して医師に

よる 「鑑定」が必要とな ります(家 事審判規則24条,30条 の2)。

2診 断書について

(1)貴 院備え付け書式の診断書をご使用されても差 し支えありまぜん。

診断書は審理の参考資料とな りますので,診 断書 と共に,3枚 目に綴 じてあ

る診断書附票(本 人の心身状態や検査結果など)も ご記入くださるようお願い

いた します。

ただ し,補 助開始の申立てについては,原 則と して鑑定が省略され,診 断書

で判断能力の状況を把握するため,家 庭裁判所が用意 したもの(2枚 目に綴 じ

てある定型診断書)が 必要となります。

(2)ご 提出の診断書の内容について,後 日,家 庭裁判所調査官等から電話で確認

させていただ くことがあります。申立てを した方(親 族等)の 承諾を得た上で

問い合わぜておりますので,ご 協力をお願いいた します。

3)診 断書作成*'sは この文S.参 して診断圭イ 依 頁した者(人 の

)に 言主求 して くだ さ い。



3鑑 定について

(1)鑑 定に際 しては,「 良心に従って誠実に鑑定する」旨を記載 した宣誓書等は

郵送で提出をお願いしてお り,わ ざわざ家庭裁判所にお越 し願 うことはありま

ぜん。また,通 常,家 庭裁判所での証人尋問等は行われません。

(2)家 庭裁判所では,本 人の負担を軽減するため,な るべく本人の病状や実情を

最も把握されている医師(主 治医)に 鑑定をお願い しております。そのため,

後見開始等の申立予定者には,事 前に主治医の先生に,本 人の鑑定の引受けに

関するご意向をお尋ね した上で,申 立てをするようにお願い しています。

ご多忙中恐縮ですが,鑑 定をお引き受けくださる場合は,別 添の 「鑑定連絡

票」に必要事項をご記入の上,申 立予定者に手渡 して下さい。お引き受け願え

ない場合は,そ の旨を申立予定者にお伝え下さい。正式に鑑定をお願いする場

合には,後 日書面を送付させていただきます。

「本人の意識障害が著 しく,ほ ぼ植物状態である」などの理由で鑑定手続を

省略する場合があります。家事審判官が鑑定の省略を決定 した場合,後 日,家

庭裁判所からご連絡 しますが,あ らか じめご了承ください。

(3)鑑 定依頼の流れは,次 のとおりです。

① 後見開始等の申立てがあり,鑑 定実施を家事審判官が決定 した後に,家 庭

裁判所から 「鑑定人指定書の謄本」,「鑑定依頼書」,「宣誓書」,「鑑定料請求

書」等をお送 りします。必要事項を記入の上ご返送ください。

② 鑑定書を作成(作 成期間はおおむね1か 月程度を目安に してください。)

の上,家 庭裁判所にご提出ください。

③ 指定されたロ座に鑑定料をお支払いいた します。鑑定料は家事審判官が諸

事情を勘案の上決定いた しますが,そ れに先立ち,検 査料や消費税等込みの

鑑定費用の見通 しを先生方にお尋ね しております。なお,検 査料や消費税等

込みで5万 円程度で鑑定をお引き受けくださる主治医の先生方が多いのが実

情です。

鑑定料は申立てを した者の負担ですが,申 立人→家庭裁判所→鑑定人(主

治医の先生または病院)と いう流れで支払われます。

(参 考)

1鑑 定事項 は,① 精 神上の 障害の有 無,内 容及び 障害の 程度,② 自己の財産 を管

理及び処分する能力,③ 回復の可能性です。

2診 断書及び鑑定書の作成 方法等につ いて ご不明の点が ございま した ら,冊 子 「新

しい成 年後見制 度 におけ る診断書作 成の手 引」及 び 「新 しい成年 後見制度 におけ

る鑑定 書作成 の手引 き」が 家庭裁判 所 に用 意 して あ ります ので,申 立 先の家庭裁

判所(支 部)ま でお 問い合わ ぜ くだ さい。 また,こ れ らの冊 子 は,最 高裁判所 の

ホームページ(http://www.courts.go.jp)か らも取寄せ る ことがで きます。
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